
○Ｂ類型以下の河川水域について、当該河川水域毎に河川の代表的な汚濁指標であるＢＯＤの
   環境基準達成状況に主眼を置き検討。

○現状の水質が上位類型を達成している水域については、現状の水質を維持するという観点から、
   上流域の状況や利用状況を考慮しつつ、できるだけ上位類型に改定。

 

具体的には、
○各水域について、最近５年間（Ｈ１５～１９年度）のBOD環境基準達成状況等を整理し、①～④に区分

　　①現在の類型の基準を達成しており、かつ、上位類型の基準も達成している水域
　　②現在の類型の基準を達成もしくは概ね達成しており、年平均値の推移や平成20年度の状況など
        から、上位類型の基準の達成も可能と考えられる水域
　　③現在の類型の基準は概ね達成しているが、現状では上位類型の基準の達成が見込めない水域
　　④現在の類型の基準未達成の水域

○上記の結果から
　
　　　　①②→上流域の状況や当該水域の利用状況を考慮し、支障がない場合は上位類型に改定
　　　　　　　（大阪市内河川の現在B類型の河川は改定せず、引き続きB類型の達成・維持を図る。）
　　　　③④→類型改定はしないが、達成期間の「ロ」→「イ」、「ハ」→「ロ」または「イ」を検討

＜＜参考＞＞
前回（Ｈ１５）の類型改定時の基本的な考え方

ＢOD等５項目に係る類型改定の考え方について

●水質環境基準に係る河川（安威川等１１水域）の類型見直しについて
（答申）〔平成１４年３月　大阪府環境審議会〕

・ 安威川等１１水域の類型指定にあたっては、国による神崎川および猪名
川下流の類型指定との整合を図る観点から、国の考え方（＊）を基本にし
つつ、河川の汚濁の代表的な指標である生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）
に主眼を置き、当該河川の現在および将来の状況変化を踏まえて見直し
を行う。
・ 具体的には、個々の水域ごとにその利用目的や現行類型の達成状況を
勘案しつつ、将来の達成見込みを考慮して上位の類型への指定を行う。

（＊）国の見直しの考え方
① 現状の河川の利用目的と整合しない水域について適切な利用目的の
類型に見直しを行う。
② 現状の水質が上位類型を達成している水域について水質維持の考え
方により見直しを行う。（「水質類型は、当該水域の水質が現状よりも少な
くとも悪化することを許容することとならないように配慮する。」）

●水質環境基準に係る河川（安威川等１１水域を除く）の類型見直しにつ
いて（答申）〔平成１５年３月　大阪府環境審議会〕

・ 国における見直しの考え方を基本に、河川の代表的な汚濁指標であるＢ
ＯＤに主眼を置き、さらに、水生生物の生息に強く関与する溶存酸素量（Ｄ
Ｏ）を含め、当該河川水域の現在および将来の水質汚濁等の状況変化を
踏まえ、見直しを行う。
・ 具体的には、個々の河川水域ごとに、その利用目的の変化や現行類型
での環境基準の達成状況を勘案しつつ、将来の達成見込みを考慮して、
出来る限り上位の類型へ当てはめる。
・ 今回の見直しでは、従来の利用目的等を尊重しながら、水辺環境の整
備状況を考慮して当てはめを行う。

今回の類型改定の基本的な考え方について（たたき台）
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